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特定非営利活動法人  ゆとりある      

 

１ 事業の成果 

東京都立川市の法人事務所を拠点に各事業を行った。 

特に子どもたちの居場所作り事業に力を入れ、不登校の子どもたちの居場所『いまごこち』の運営を 

東京都の助成金も受けながら週 3 回開設し、多くの不登校の子どもたちの居場所を作ることができた。 

その他、普及・啓発事業において、各種イベント等を継続的に行った。 

一方で、パーソナルサポート事業の実施は見送ったほか、各種相談事業は少数の実施にとどまった。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業              （事業費の総費用【1678】千円） 

定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 
従事者 
人数 

受益 
対象者 
範囲 

受益 
対象者 
人数 

事業費 
（千円） 

パーソナルサ
ポート事業 実施しなかった 

各種相談事業 

国内の不登校児童、生徒, 
またその親を対象とし 
て、「ピアカウンセリン
グ」と称して様々な相談
を行う。 

通年 

オンライ

ン・法人

事務所 

2 人 

国内の不 
登 校 児 
童、生徒 
またその 

保護者 

2 人 3 

子どもたちの
居場所作り事
業 

法人事務所スペースを活
用し、不登校の子どもた
ちへ向けた居場所「いま
ごこち」を開設し運営す
る。 

毎週月・

水・金曜

日 

法人事務

所 
4 人 

立川市・

国立市付

近の不登

校児童 

10 人 1500 

普及・啓発事
業 

不登校児童、生徒の親や
などを対象とした情報交
換、コミュニティの形成
を目的としたイベントを
開催するほか、講演の依
頼や他団体等の開催する
イベントに参加すること
により、不登校について
の課題の普及・啓発を行
う。 

月 3 回程

度 

法人事務

所  また

は  都内

近郊 

5 人 

不登校へ

の課題に

関心のあ

る市民お

よび当事

者 

50 人 175 
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